
栗山町ふるさと応援寄附返礼品贈呈事業 
令和８年度 登録事業者募集要項 

 

ふるさと応援寄附（ふるさと納税）を活用した栗山町への寄附促進と、地元産品及び関係

人口創出などの相乗効果を図ることを目的とした「栗山町ふるさと応援寄附返礼品贈呈事業」に

ついて、返礼品の登録をしていただける令和８年度の事業者を次のとおり募集します。 

 

１．募集する事業者の要件         

次のすべてに該当する事業者とします。ただし、町が適当でないと認めた場合には、登録できな

いことがあります。 

①寄附者からの返礼品の品質等に関する苦情などに対し、再発送による対応など、状況に応じ

素早く誠実な対応ができること。 

②寄附者からの⾧期不在や配送先変更などの依頼に対する町からの配送日の調整などについて、

素早く確実な対応ができること。 

③常に返礼品の適正な品質管理に努めていること。 

④原則として、栗山町内に本社（本店）、支社（支店）、事業所又は工場などがあること。 

⑤栗山町町税等の滞納者等に対する特別措置に関する条例に規定する町税等の滞納が無い

こと。 

⑥代表者又はその役員等が、栗山町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する、暴

力団員等及びそれらと密接な関係を有すると認められる者でないこと。 

⑦個人情報の取扱いを厳重に行えること。 

⑧各種法令を遵守していること。 

⑩過去に販売実績や営業実績などがあること。 

 

２．募集する返礼品の要件         

次のすべてに該当する返礼品とします。ただし、プリペイドカード、商品券、電子マネーなど金銭

類似性の高いものや電気・電子機器、貴金属など資産性の高いものは登録できません。また、町

が適当でないと認めた場合は、登録できないことがあります。 

①各種法令に違反していない返礼品であること。 

②地場産品であること。 

  ※地場産品の考え方について 

    ・栗山町内で生産、加工、製造された物品や提供される役務 

    ・町内で加工等を行っていないが、主要な原材料の産地が栗山町であるもの 

    ・原料の生産や加工等の一部を町外で行っているが、加工工程の主要な部分を町内にお

いて行っているもの  など 

 



３．募集する返礼品の価額設定及び寄附額設定          

返礼品の価格は、通常販売を行っている金額設定に準じて設定するものとし、寄附額は、次

の基準を適用し、算出された金額とします。 

◆返礼品の価格 + 送料（関東に配送した場合の金額）＝寄附額の3割以内 

※算出された寄附額は1,000円未満を切り上げて設定する。 

 

※別紙「栗山町ふるさと応援寄附返礼品贈呈事業令和8年度登録申込書」（様式第1号）

Excelファイル）にて、品代を入力すると自動で寄附額が計算されます。 

 

４．返礼品の登録期間                

総務省の審査完了日から令和9年3月31日まで 

※申込からおおむね３ヶ月で審査が完了する見込みです。 

※総務省への申請は年4回ほど予定されております。 

 

５．募集期間           

① 4月申請:随時～令和8年3月23日（月） （令和8年7月審査完了見込） 

  ② 7月申請:随時～令和8年6月12日（金） （令和8年10月審査完了見込） 

  ③10月申請:随時～令和8年9月 4日（金） （令和9年 1月審査完了見込） 

  ④1月申請:随時～令和8年12月 4日（金） （令和9年 4月審査完了見込） 

 

６．申込方法           

別紙「栗山町ふるさと応援寄附返礼品贈呈事業令和8年度登録申込書」（様式第１号）お

よび添付書類（別紙１、２）に必要事項を記入し、町経営企画課地域政策グループまで提

出してください。 

 

７．事業者登録及び返礼品の決定方法        

申込内容により、総務省へ申請し審査完了後、町と「返礼品発送等に係る役務契約書」を締

結します。契約締結後に寄附受付開始となります。 
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８．その他留意事項           

●町より返礼品発注時に送付する個人情報については、返礼品の発送以外の目的に使用する

ことはできません。 

●返礼品の発送に係る責任者は各登録事業者です。各登録事業者の責任のもと常に返礼品

の適正な品質管理に努め、また、寄附者からの返礼品に関する問い合わせなどには誠実に対

応してください。 

●返礼品の画像はふるさと応援寄附の申込みに大きく影響します。各登録事業者において画像

の提供にご協力ください。 

 

 

９．申し込み・問合せ先         

〒069-1512 栗山町松風３丁目252番地  

栗山町企画財政課企画グループ  

TEL:0123-73-7502 FAX:0123-72-3179   

E-Mail:furusato-ouen-k@town.kuriyama.hokkaido.jp 


